
○四日市港の脱炭素化推進地区 

  

 

    

 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 50条の 5第 1項の規定により、脱炭素化推進地区

を次のとおり指定します。 

  

 

地区名称 区         域 

霞ヶ浦地区 

 

 

 

 

 

四日市市霞二丁目の一部分 

 （別紙図面紫色の部分） 

関係図面は、四日市港管理組合建設課に備え置いて、告示の日から縦覧に供する。 

 

令和 6年 12月 11日 

告 示 第 9 号 


